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医師数の年次推移
（東京都）

「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計 東京都集計結果報告」
「令和６(2024)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」より

○医師数及び人口10万対医師数は増加。

各年12月31日現在
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医師数と人口10万対の推移（東京都）

医師数（人） 人口10万対（人）

増減率

昭和 35 年 15,280  157.8   

40 14,730  -3.6% 135.5   

45 15,178  3.0% 133.0   

50 16,440  8.3% 140.8   

55 20,319  23.6% 174.9   

57 22,197  9.2% 190.2   

59 24,767  11.6% 209.9   

61 25,720  3.8% 216.3   

63 26,670  3.7% 224.3   

平成 ２ 年 27,751  4.1% 234.1   

４ 27,829  0.3% 234.4   

６ 29,826  7.2% 253.4   

８ 30,719  3.0% 260.9   

10 31,283  1.8% 264.4   

12 32,157  2.8% 266.6   

14 32,696  1.7% 267.6   

16 34,463  5.4% 278.4   

18 35,695  3.6% 282.0   

20 38,079  6.7% 296.6   

22 39,965  5.0% 303.7   

24 41,498  3.8% 313.7   

26 43,297  4.3% 323.4   

28 44,136  1.9% 324.0   

30 45,392  2.8% 328.4   

令和 ２ 年 48,072  5.9% 342.2   

４ 48,578  1.1% 346.0   

６ 49,166  1.2% 346.8   

年次
医師数
（人）

人口10万対
（人）
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○医療施設に従事する医師の年代分布では、全国・東京都ともに30代の割合が高い。

「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計 東京都集計結果報告」
「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」より

男 女 全体

東京都 49.9 44.5 48.2

全国 52.1 44.6 50.3

医師・医療施設の従事者
の平均年齢

※令和4年12月31日現在
※医療施設……病院及び診療所
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○全国、東京都ともに女性比率は年々上昇している。
○東京都の女性医師の割合は、全国と比較して高い。
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医療施設に従事する女性医師比率の年次推移

全国 東京都

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（旧：医師・歯科医師・薬剤師調査）」

※各年12月31日現在
※医療施設……病院及び診療所
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○東京都において、医師数は増加しているが、病院に従事する医師は令和4年から令和６年にかけて減少している。

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（旧：医師・歯科医師・薬剤師調査）」

22,764
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病院に従事する医師 診療所に従事する医師 医療施設以外で従事する医師

38,079 39,965 41,498
43,297

44,136
45,392

48,072 48,578 49,166

（人）

減 減

※各年12月31日現在
※医療施設以外で従事する医師
……介護老人保健施設・介護医療院の従事者、

行政機関の従事者、産業医等
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○病院においては、令和4年から令和6年にかけて、精神科、整形外科、リハビリテーション科、病理を除き減少している。

出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」
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○診療所においては、令和4年から令和6年にかけて、皮膚科を除き全て増加している。

出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」
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○病院においては、令和4年から令和6年にかけて、精神科及び整形外科を除き減少している。
○診療所では、精神科や内科等で増加率が大きい。
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出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」

※R6年医師数が多い診療科のみを抜粋

内科

皮膚科

小児科

整形外科

眼科

都内の診療科別医師数の推移について（病院・診療所別）※平成20年を1.0とした場合の増加率
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○都道府県単位で平成24年～令和4年で比較すると、若手医師の伸び率は、医師少数都道府県と比較して、医師多数都道府県は小さい。

第12回地域医療構想
及び医療計画等に関
する検討会
（令和8年3月3日）
資料より
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○全年齢について比較すると、医師多数都道府県と医師少数都道府県の伸び率は同程度。

第12回地域医療構想
及び医療計画等に関
する検討会
（令和8年3月3日）
資料より
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○シーリング対象外の総合診療、救急科、産婦人科や外科はH３０年とR8年を比較すると採用数は増加している。

全国の採用数に対する
東京都における採用数
の割合

21.7%  20.6%       19.6% 19.0%           18.5%      19.6%          18.9%              18.6%        18.8%

1,824
1,771 1,783 1,748 1,749

1,832
1,791 1,812

1,883

赤線は
R8シーリング対象
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○全国では、専攻医数は増加傾向。診療科の内訳に大きな変化はない。

第12回地域医療構想
及び医療計画等に関
する検討会
（令和8年3月3日）
資料より
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○診療科別の全体に占める割合については、年により変動がある。

一般社団法人日本専門医機構公表「年度採用数」より
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病理 臨床検査 救急科 形成外科

リハビリテーション科 総合診療

外科

産婦人科

産婦人科

救急科
救急科

総合診療科

※変動状況をわかりやすくするため、内科は省略。東京都及び全国ともに、内科は各年30％程度。



【Ⅰ】都における医師の状況

16第３回医道審議会医師分科会 医師臨床研修部会（令和7年12月5日）資料より

○平成22年度から、各都道府県の臨床研修の募集定員の上限が設定されており、令和７年度に募集定員倍率が1.05倍となっている。
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【Ⅰ】都における医師の状況

17

○東京都の臨床研修の募集定員はR１と比較するとR９年は２９７人（約19％）減少している

▲296人
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅱ】 都における医師偏在

19※厚生労働省資料より



【Ⅱ】 都における医師偏在

20厚生労働省「へき地尺度（mRIJ）について」より



【Ⅱ】 都における医師偏在

21厚生労働省「へき地尺度（mRIJ）について」より



【Ⅱ】 都における医師偏在

22

都道府県別医師偏在指標
医師偏在

指標
順位

医師偏在

指標
順位

13 東京都 353.9 1 358.6 1 0

26 京都府 326.7 2 326.6 2 0

40 福岡県 313.3 3 320.4 3 0

33 岡山県 299.6 4 302.7 4 0

47 沖縄県 292.1 5 300.3 5 0

42 長崎県 284.0 8 298.7 6 2

39 高知県 268.2 15 296.0 7 8

27 大阪府 288.6 7 294.7 8 -1

36 徳島県 289.3 6 293.9 9 -3

30 和歌山県 274.9 10 292.4 10 0

32 島根県 265.1 18 284.8 11 7

17 石川県 279.8 9 283.2 12 -3

41 佐賀県 272.3 11 281.8 13 -2

28 兵庫県 266.5 17 281.1 14 3

31 鳥取県 270.4 13 278.8 15 -2

29 奈良県 268.9 14 277.1 16 -2

46 鹿児島県 254.8 21 276.7 17 4

37 香川県 266.9 16 273.4 18 -2

25 滋賀県 260.4 19 272.1 19 0

44 大分県 259.7 20 270.9 20 0

43 熊本県 271.0 12 270.4 21 -9

04 宮城県 247.3 24 267.8 22 2

18 福井県 246.8 25 265.5 23 2

34 広島県 254.2 22 264.0 24 -2

R0804R601

順位差都道府県名 医師偏在

指標
順位

医師偏在

指標
順位

38 愛媛県 246.4 26 263.6 25 1

19 山梨県 240.8 27 260.1 26 1

23 愛知県 240.2 28 258.3 27 1

14 神奈川県 247.5 23 254.4 28 -5

16 富山県 238.8 29 252.5 29 0

24 三重県 225.6 34 244.4 30 4

01 北海道 233.8 30 243.6 31 -1

45 宮崎県 227.0 33 243.0 32 1

35 山口県 228.0 32 241.1 33 -1

09 栃木県 230.5 31 238.7 34 -3

21 岐阜県 221.5 35 234.2 35 0

20 長野県 219.9 36 232.6 36 0

10 群馬県 219.7 37 231.5 37 0

22 静岡県 211.8 39 228.8 38 1

07 福島県 190.5 44 222.7 39 5

12 千葉県 213.0 38 221.9 40 -2

06 山形県 200.2 40 216.5 41 -1

05 秋田県 199.4 41 211.5 42 -1

11 埼玉県 196.8 42 207.2 43 -1

15 新潟県 184.7 45 201.7 44 1

03 岩手県 182.5 47 200.4 45 2

08 茨城県 193.6 43 197.5 46 -3

02 青森県 184.3 46 194.4 47 -1

R0804R601

順位差都道府県名

○東京都は全国１位の医師多数都道府県となっている。



【Ⅱ】 都における医師偏在
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二次医療圏別医師偏在指標

○都内二次医療圏では、南多摩、西多摩及び島しょが医師少数区域である。



【Ⅱ】 都における医師偏在

24

○医師偏在指標の計算要素から分析すると、①医師の増加(A)、②人口の減少(B)、③受療率を下げる(C)についての対策が考えられる。

二次医療圏別
医師偏在指標
（計算要素分析）



【Ⅱ】 都における医師偏在

25

○へき地尺度による是正により、他道府県の豪雪地帯や島しょ地域が「医師少数区域」に追加されている。
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金

都内で医師の確保が困難な医療分野において、将来医師として従事する意思がある者に奨学金を貸与し、被貸与者が医師免許取得後、小児医療、周産期医療、救急医療、
へき地医療に従事することにより、都における医療提供体制の長期的な安定を図ることを目的とする。

都が指定する以下の大学医学部に都地域枠を設け、東京都地域枠により入学する学生
に奨学金を貸与
【都が指定する大学】（令和８年度新規貸与者数）
・順天堂大学 6名（臨時定員6名）
・杏林大学 10名（臨時定員6名+恒久定員4名）
・日本医科大学 5名（恒久定員5名）

対象大学及び募集人数

○都内在住又は都内高等学校等卒業（見込）者
○順天堂大学医学部、杏林大学医学部、日本医科大学医学部が実施する東京都地域枠
入学試験に合格し、入学する意思がある者

○医師免許取得後、引き続き、小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療のい
ずれかの領域で、東京都が指定する医療機関において9年間(初期臨床研修を含む）
以上の期間、医師として従事しようとする意思を有する者

主な申込資格

(1) 修学費（全額）：入学金、授業料、施設設備費等
(2) 生活費：月額10万円（１年次から６年次までの６年間）

貸与金額

大学名　
修学費

（6年間計）
生活費

（6年間計）
合計額

順天堂大学 2,080万円 2,800万円

杏林大学 3,700万円 4,420万円

東京慈恵会医科大学 2,250万円 2,970万円

日本医科大学 2,200万円 2,920万円

720万円

医師免許取得後、下記のいずれかの領域を選択し、都が定める都内の医療機関に９
年間以上勤務した場合、奨学金の返還を免除

【初期臨床研修】(a)
在籍大学の都内の附属病院
※初期臨床研修を受ける病院は、都内の医師少数区域（東京都医師確保計画を参照）に所在する
基幹型臨床研修病院等でも可能な場合がある。

【初期臨床研修後貸与期間の1.5倍の期間の1/2以上の期間（4年6か月以上】(b)
◆小児医療 小児科休日全夜間診療事業実施医療機関又はこども救命センター

◆周産期医療 周産期母子医療センター、周産期連携病院又は多摩新生児連携病院

◆救急医療 救命救急センター、独立した救急部門を持つ病院

◆へき地医療 伊豆諸島、小笠原諸島、奥多摩町、檜原村に所在する町村立病院又は診療所
（一部多摩地域の病院も可）

【それ以外の期間（2年6か月）】(c)
都内の病院で、小児医療、周産期医療、救急医療に従事。
へき地医療を選択した場合は都内の病院で自己の診療科に従事
※返還免除要件に該当しなかったときは、貸与を受けた奨学金に利息（年10％）を付した金額を
返還

奨学金の返還免除要件

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨

貸与期間 (a)初期臨床 (b)指定医療機関（4年半） (c)都内病院（2年半）

⑦

指定勤務

目的

※東京慈恵会医科
大学は、募集は
終了しているが、
在学生に引き続き
貸与を行う。

27



【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金

28

○R３以降、地域枠の臨時定員は毎年度減少しているが、減少した人数を恒久定員へ振替できていない。
○都は医師多数県の中では多くの定員が設定されている。
○全国的に見て、医師少数都道府県の方が、地域枠の定員は多く設定されている。
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東京都臨時定員 東京都恒久定員

一般社団法人地域枠医師等キャリアデザイン機構
「２０２５（令和７）年度厚生労働省医政局地域医療計画課 キャリア形成プログラム等運用支援事業
調査報告書（公表版）」より

（参考）



【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金

29

大学 定員種別 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Ａ大学

臨時定員 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6

恒久定員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6

Ｂ大学

臨時定員 ｰ 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6

恒久定員 ｰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

合計 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ｃ大学

臨時定員 ｰ ｰ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ

恒久定員 ｰ ｰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ

合計 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0

Ｄ大学

臨時定員 ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 0 0 0 0 0

恒久定員 ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ 5 5 5 5 5

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5

都内
全体

臨時定員 5 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 16 12

恒久定員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 7 9

合計 5 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 21

（参考）大学別、臨時・恒久定員別定員推移



【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金
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○都の貸与額は全国的にみて高額である。
○医師多数都道府県はそれ以外の道府県と比較し、診療科制限を設定する割合が高い。

一般社団法人地域枠医師等キャリアデザイン機構
「２０２５（令和７）年度厚生労働省医政局地域医療計画課 キャリア形成プログラム等運用支援事業
調査報告書（公表版）」より

（参考）大学別奨学金額



【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金
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○受験者数は、平成28年入学以降、減少傾向にある。
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【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金
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○約6割の医師が、当初自分が希望していた診療科と異なる診療科で勤務している。

※H24年度以降入学者を対象（N=166）

※医学部入学時の希望分野と、実際に従事した分野が一致
しているか否かを比較。

・医学部入学時希望分野：各医師が、医学部１年生の時
(入学年度)に、第一位で従事を希望していた医療分野。

・実際の従事分野：各医師が、臨床研修終了後、実際に
従事している医療分野

※「変更あり」の場合も診療科制限内での変更
（小児、周産期、救急、へき地）

※H21年度以降入学者のうち、従事分野に「へき地医
療」を選択した医師を対象（N=23）

※対象医師が、臨床研修終了後、医師3年目で開始する
専門研修プログラムにおいて、選択した診療科を示す。

総合診療科

20人

87.0％

内科

3人

13.0％

へき地選択者の診療科

変更あり

101人

60.8％

変更なし

65人

39.2％

医学部入学時の希望分野と実際の従事分野

の変更の有無
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○指定勤務期間（臨床研修期間を除く。）内において、約６割の勤務は区部、約４割の勤務は多摩地域又は島しょにて行われている。

指定勤務期間（臨床研修期間を除く。）内において、従事した医療機関の所在地ごとに、
人数：指定期間中の勤務先について実人数で集計
月数：勤務実績の累計
割合：勤務期間に応じた割合

小児医療分野 周産期医療分野 救急医療分野
へき地医療分野

(診療科制限無し)
全体

人数
(人)

期間
(ヶ月)

割合
(%)

人数
(人)

期間
(ヶ月)

割合
(%)

人数
(人)

期間
(ヶ月)

割合
(%)

人数
(人)

期間
(ヶ月)

割合
(%)

人数
(人)

期間
(ヶ月)

割合
(%)

区中央部 27 403 14% 34 557.5 24% 19 456 25% 6 75 10% 86 1492 19%

区南部 13 109 4% 1 9 0% 2 15 1% 0 0 0% 16 133 2%

区西南部 9 162 6% 5 28 1% 6 165 9% 2 60 8% 22 415 5%

区西部 9 146 5% 6 75 3% 4 42 2% 1 6 1% 20 269 3%

区西北部 22 739 26% 14 355 15% 18 418 23% 4 45 6% 58 1557 20%

区東北部 16 153 5% 8 118 5% 1 24 1% 0 0 0% 25 295 4%

区東部 11 187 7% 17 228 10% 10 81 4% 2 6 1% 40 502 6%

西多摩 0 0 0% 0 0 0% 6 24 1% 2 60 8% 8 84 1%

南多摩 12 172 6% 12 128 5% 4 126 7% 1 12 2% 29 438 6%

北多摩西部 1 12 0% 7 69 3% 0 0 0% 0 0 0% 8 81 1%

北多摩南部 26 718 25% 30 668 29% 16 397 22% 9 204 27% 81 1987 26%

北多摩北部 2 36 1% 14 98.5 4% 2 75 4% 1 12 2% 19 221.5 3%

島しょ 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 23 273 36% 23 273 4%

148 2837 100% 148 2334 100% 88 1823 100% 51 753 100% 435 7747 100%

41
％

59
％

指定勤務期間内における勤務実績（事業開始～R7まで）
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○指定勤務終了後も都内医療機関に勤務する医師が多い。

※R8.3時点で指定勤務を終了している医師のみ記載。
※指定勤務終了後直近の勤務先のみ把握しているため、現在は勤務先が変更となっている可能性がある。



【Ⅲ】既存施策の状況（１）東京都地域医療医師奨学金

35

○育児や病気で中断する医師が一定数見受けられる。

中断理由

※都外勤務は、専門研修プログラム修了のために必要に応じて都外で勤務するケースが該当。

年度

病気 育休 都外勤務 海外留学 全体

人数
（人）

期間
（ヶ月）

人数
（人）

期間
（ヶ月）

人数
（人）

期間
（ヶ月）

人数
（人）

期間
（ヶ月）

人数（人）
期間

（ヶ月）

R1 1 2 2 6 1 3 4 11

R2 2 19 2 12 1 1 5 32

R3 5 16 5 16

R4 2 9 1 1 4 26 7 36

R5 4 24 5 30 5 21 1 9 15 84

R6 3 25 6 43 4 16 13 84

R7 2 14 8 51 3 12 13 77

総計 14 93 24 143 23 95 1 9 62 340
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅲ】既存施策の状況（２）東京都地域医療支援ドクター

地域医療の支援に意欲を持つ医師経験５年

以上の医師を都職員として採用し、東京都地域
医療支援ドクターとして、医師不足が深刻な市
町村公立病院等に一定期間派遣。
派遣期間（支援勤務）以外は、専門医・指導医
等へのキャリアパスを実現できるよう、本人の希
望に応じて、都立病院等において専門研修を
実施。

【募集診療科等】

小児医療、周産期医療（産科・新生児科）、救急
診療（内科・外科等）、へき地医療（総合・内科・
外科等）

【勤務内容～支援勤務と専門研修のローテーション勤務～】

【募集対象医師】

採用予定日現在、医師法による医師の免許を
取得後、通算５年以上医療に従事しており、満
６０歳未満で医師として診療業務が可能な者。

【勤務イメージ】

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

支援勤務 専門研修 専門研修 支援勤務 専門研修 専門研修

６年間の勤務イメージ

へき地の公立医療機関

周産期、小児、救急医療等の医師不足が深刻な地域の市町村公立病院

派遣期間 １派遣期間につき、原則１年

身分 自治法派遣（都職員と派遣先市町村職員又は公立病院組合の身分を併任）【※１】

給与等は派遣先市町村又は公立病院組合より都に準じた額を支給

他に、派遣手当（１万円／勤務１日）を支給（採用後６年間）

都立施設、都立病院などの都関係施設

都立施設、都関係施設以外の都内の臨床研修指定病院（通算１年以内）

研修期間
支援勤務１年につき２年以内
（ただし、専門研修４年につき通算３ヶ月程度、臨時派遣【※２】に従事）

身分 都職員

給与等は都の規定により支給（常勤医員）

研究研修費（約５3万円上限／年）

【※１】地方自治法第252条の17　【※２】へき地医療機関への代診等

６
年
間
の
勤
務
形
態

支
援
勤
務

派遣先

処遇

専
門
研
修

研修先

処遇

事業概要
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【Ⅲ】既存施策の状況（２）東京都地域医療支援ドクター

38

○小児科系、内科系の順に多く派遣されている。
○いずれの診療科も病院側の派遣希望が実績を上回る。

127

47

14

68

36

37

30

26

6

15

4

0

0 20 40 60 80 100 120 140

内科系

小児科系

外科系

救急・総合診療系

産婦人科系

その他専門科

診療科別 派遣希望医療機関数及び派遣先医療機関数

（H22～R8累計）

派遣希望医療機関数 派遣先医療機関数

内科系

14
33%

小児科系

18
43%

外科系

2
5%

救急・総合診療系

7
17%

産婦人科系

1
2%

診療科大分類別派遣人数

（H22～R8の実人数N=42）

支援勤務



【Ⅲ】既存施策の状況（２）東京都地域医療支援ドクター

39

○都立小児総合と都立多摩総合が研修先として選ばれることが多い。特に、都立小児総合は制度開始当初から継続して研修を受け入れている。
○診療科は小児科系が約6割を占める。

1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 2 2

1 1 1 1 2

4

3

1

1

2

1 1

2 1

1

2

1

1

1

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

年度別・病院分類ごとの研修人数

（H22～R8延べ人数N=65）

都立小児総合 都立多摩総合 その他都立病院 その他公立病院 その他民間病院

都立小児総合

33人／51%

都立多摩総合

14人／22%

その他都立病院

13人／20%

その他民間病院

4人／6%

その他公立病院

1人／1%

病院分類ごとの研修人数の割合（H22～R8延べ人数N=65）専門研修

小児科系

37人／57%
内科系

18人／28%

外科系

4人／6%
救急・総合診療系

2人／3%

産婦人科系

2人／3%

精神・心療系

2人／3%

診療科分類ごとの研修人数の割合（H22～延べ人数R8 N=65）



【Ⅲ】既存施策の状況（２）東京都地域医療支援ドクター

40

○30代前半での採用が72％で最も多い。
○志望動機は地域医療貢献＋キャリアアップが最も多い。

志望動機 人数

地域医療貢献＋キャリアアップ 16

地域医療＋専門研修の両立 4

地域医療貢献＋専門性向上 3

へき地・島しょ医療への関心 7

へき地医療経験＋キャリアアップ 3

小児医療への貢献 1

小児医療＋専門性向上 1

小児救急＋地域医療 1

小児医療＋在宅診療 1

専門研修希望 1

その他 4

合計 42

男

34
81%

女

8
19%

地域医療支援ドクターの性別

（H22～R8採用N=42）

20代
3
7%

30代前半

30
72%

30代後半

7
17%

40代前半

1
2%

40代後半

1
2%

採用時年齢の割合

（H22～R8採用N=42）

・ 広報東京都・月刊福祉保健への募集掲載
・ ホームページへの募集掲載
・ チラシの作成（医師アカデミーを通して各都立病院へ通知）
・ 保健医療局Twitterへの掲載
・ 医師奨学金被貸与者への情報提供
・ 地域医療支援ドクターへの周知依頼

これまでの周知方法



【Ⅲ】既存施策の状況（２）東京都地域医療支援ドクター

41

○原則、6年間の勤務のうち、1年目及び4年目に支援勤務を行うが、６割以上が2年の支援勤務を終えてから退職している（退職までの勤務年数4年以上） 。

退職までの
勤務年数

人数 退職理由

1年 3 ・一身上の都合

2年 5
・一身上の都合
・病院への就職が決まったため
・転職のため

3年 4
・奥多摩町に就職し、地域医療に邁進するため
・一身上の都合

4年 2
・他病院での勤務を望むため
・一身上の都合

5年 7

・他施設での勤務を望むため（2名）
・一身上の都合により（3名）
・希望していた島嶼医療ができないため
・他自治体へ就職のため

1年

3人
10% 2年

5人
16%

3年

4人
13%

4年

2人
6%

5年

7人
23%

6年

9人
29%

7年

1人
3%

退職までの勤務年数

（R7までの退職者 N=31）

転職

転職

転職

転職

転職

転職

不満足
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

43※令和８年３月３日第 1 2 回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

44※令和7年度第1回東京都地域医療対策協議会（令和7年9月17日実施）資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

45※令和7年度第1回東京都地域医療対策協議会（令和7年9月17日実施）資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

46第9回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（令和8年1月16日）資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

47第9回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（令和8年1月16日）資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

48第9回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（令和8年1月16日）資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（３）重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

49第9回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（令和8年1月16日）資料より
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他
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【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他
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【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他

53



【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他

54



【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他

55

東京都感染症医療支援ドクター 「東京都感染症医療支援ドクター コースガイド（令和８年度採用募集）」より



【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他

56

東京都感染症医療支援ドクター 「東京都感染症医療支援ドクター コースガイド（令和８年度採用募集）」より



【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他

57

施策名
実施開始
（西暦）

具体的内容

救急医療機関勤務医師確保事業 2009
救急医療を提供する医療機関が、当該医療機関に勤務する医師を休日及び夜間における救
急医療に従事させた場合に、その対価として手当を支給し、救急医療を担う医師の処遇改
善を図ることにより、安定的な救急医療体制を確保する事業

産科医等確保支援事業 2009
産科医や助産師に分娩手当等を支給する分娩取扱機関に対し、経費の一部を補助すること
により、産科医療機関及び産科医等の確保を図る事業

産科医育成支援事業 2009
臨床研修修了後の専門的な研修において産科を選択する医師に研修手当等を支給する分娩
取扱機関に対し、経費の一部を補助することにより、将来の産科医療を担う医師の育成を
図る事業

新生児医療担当医確保支援事業 2010
NICUにおいて新生児医療に従事する医師に新生児担当医手当等を支給する医療機関に対し、
経費の一部を補助することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の処遇改善を
通じて、医師を確保する事業

新生児医療担当医育成支援事業 2017
臨床研修終了後の専門的研修において小児科を選択し、かつ NICU 等で新生児医療を担当
する医師に研修医手当等を支給する医療機関に対し、経費の一部を補助することにより、
将来の新生児医療を担う医師の育成を図る事業

地域医療確保緊急支援事業（小児・
産科・救急医療受入推進事業）

2025
人員や体制の確保が困難となっている小児科や産科、救急医療を担う診療科において、地
域で患者を確実に受け入れるための体制を確保する病院を支援する事業
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター
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（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅳ】今後の動き（制度改正、新規事業等）（１）特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

59※第27回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会（令和7年9月18日）資料より



【Ⅳ】今後の動き（制度改正、新規事業等）（１）特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

※第27回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会（令和7年9月18日）資料より

（厚生労働省医政局長通知より）

特定機能病院Ａから派遣される常勤医師換
算数が原則として60人以上であることを
要件とする。60人を下回った場合にあって
は、60人を下回った年度の次年度からの年
次計画を作成し、厚生労働大臣に提出しな
ければならないものであること。

（厚生労働省医政局長通知より）

ア 都道府県を超えた人的協力について
医師多数都道府県等に所在する特定機能病
院が人的協力を行うに当たっては、当該都
道府県外の医師少数都道府県等に所在する
医療機関に対して優先的に人的協力を行う
こと。
イ 都道府県からの医師派遣要請への配慮
（ア） 都道府県が設定する医師少数区域、医
師少数スポット、重点医師偏在対策支援区
域に所在する医療機関に対して優先的に人
的協力を行うこと。
（イ） 人的協力に当たっては、地域医療対策
協議会での協議事項を踏まえて、都道府県
と連携して実施すること。
ウ 都道府県と大学病院等との連携パート
ナーシップ協定
都道府県と大学病院等の間で、医師の派
遣・配置、医学部地域枠、寄附講座等に関す
る連携パートナーシップ協定を締結した上
で、人的協力を実施すること。

60



【Ⅳ】今後の動き（制度改正、新規事業等）（１）特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

61※第27回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会（令和7年9月18日）資料より
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅳ】今後の動き（制度改正、新規事業等）（２）大学病院機能強化推進事業

63令和7年度医療政策研修会（令和8年3月17日）資料より



【Ⅳ】今後の動き（制度改正、新規事業等）（２）大学病院機能強化推進事業

64令和7年度医療政策研修会（令和8年3月17日）資料より



【Ⅳ】今後の動き（制度改正、新規事業等）（２）大学病院機能強化推進事業
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都内大学病院の採択状況

区分 大学名 事業名

1 国 東京科学大学 地域医療を支える⾼度外科系医療人材養成事業

2 私 順天堂大学 トップマネジメントによるデータ駆動型大学病院運営基盤強化事業

3 私 杏林大学 医療DXを核とした教育研究基盤の体系的強化

4 私 東京医科大学 ⾼度医療情報ネットワークによる研究推進と地域医療への貢献

5 私 東京慈恵会医科⼤学 遠隔×術中画像×自動麻酔で実現する次世代周術期DX人材育成拠点構想

6 私 東邦大学 先端医療機器の導入とAI・多職種連携による病院運営構造転換事業

7 私 日本医科大学 大学付属４病院連携型次世代医療データ統合基盤による教育研究創成事業

8 私 慶應義塾大学 DX で推進する大学病院のサステナビリティを⾼める若手医師働きがい改⾰

9 私 昭和医科大学 ハイブリッド手術室の⾼度化による次世代低侵襲治療・教育拠点の構築
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【Ⅰ】 都における医師の状況

【Ⅱ】 都における医師偏在

（１） 医師偏在指標

（２） へき地尺度（令和8年4月）の導入

【Ⅲ】 既存施策の状況

（１） 東京都地域医療医師奨学金

（２） 東京都地域医療支援ドクター

（３） 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ

（4） その他

【Ⅳ】 今後の動き（制度改正、新規事業等）

（１） 特定機能病院（大学病院本院に対する動き）

（２） 大学病院機能強化推進事業

【Ⅴ】 医師の働き方改革



【Ⅴ】医師の働き方改革
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【Ⅴ】医師の働き方改革

68※令和7年度第2回勤務環境改善部会（令和8年3月13日実施）資料より



【Ⅴ】医師の働き方改革

69※令和7年度第2回勤務環境改善部会（令和8年3月13日実施）資料より



【Ⅴ】医師の働き方改革

70※令和7年度第2回勤務環境改善部会（令和8年3月13日実施）資料より



【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他
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【Ⅲ】既存施策の状況（４）その他
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